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１. これまでの経過と取組状況



健康と文化の森地区の位置等

健康と文化の森地区は、本市の西北部、小田急江ノ島線・相模鉄道いずみ野線・横浜
市営地下鉄ブルーラインの湘南台駅から西に約2.7ｋｍの場所に位置しています。

湘南台駅から寒川町倉見に至るいずみ野線の延伸構想があり、本地区内には新駅の
設置が想定されています。

健康と文化の森地区

湘南台駅

至 新宿

至 片瀬江ノ島

横浜市営

地下鉄

ブルーライン

相模鉄道

いずみ野線
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新駅予定地 いずみ野線の延伸構想

至 寒川町倉見



１.村岡新駅周辺地区の概要

平成２年の「慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス」の開校後、同大学の施設や同大学と連
携する施設が設置されました。

その後、平成29年に「湘南慶育病院」が開院して医療機能等が整備され、令和４年には
地区の北側において「遠藤笹窪谷（やと）公園」が開園するなど、貴重な自然環境を保全
しつつ、地域の活性化が図られています。

健康と文化の森地区の概要

平成２年
慶應義塾大学
湘南藤沢キャンパスが開校

平成13年
慶應義塾大学
看護医療学部が設置

平成18年
慶應藤沢イノベーション
ビレッジが設置

平成29年 湘南慶育病院が開院

令和元年
遠藤笹窪特別緑地保全地区を
都市計画決定（約20ha）

令和４年
遠藤笹窪谷（やと）公園が
開園（約2.5ha）

遠藤笹窪谷公園

遠藤笹窪特別緑地保全地区

慶應藤沢
イノベーション

ビレッジ

慶應義塾大学
湘南藤沢キャンパス

慶應義塾大学
看護医療学部

湘南慶育病院
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健康と文化の森地区のまちづくりに向けた取組の経過

平成28年
３月

「健康と文化の森地区
まちづくり基本計画」策定

まちづくりのめざす姿
「みらいを創造するキャンパスタウン」

平成28年
11月

神奈川県第７回線引き見直しにおいて
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスを
中心とした約44.4haを市街化区域編入

令和６年
３月

平成28年11月に市街化区域編入した区域の
東側約36.1haを市街化区域編入

「健康と文化の森地区土地区画整理事業」
神奈川県知事認可

暫定的に用途地域、地区計画等を
指定する都市計画変更

令和６年
10月

「健康と文化の森地区まちづくり
ガイドライン検討協議会」設置

令和８年
２月

「健康と文化の森地区
まちづくりガイドライン（素案）」

取りまとめ

令和８年
８月頃

「健康と文化の森地区
まちづくりガイドライン」策定

（予定）

平成28年11月市街化区域編入（約44.4ha）

令和６年３月市街化区域編入（約36.1ha）
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藤沢市都市マスタープランにおいて、都
市拠点の１つ「学術文化新産業拠点」に
位置付けています。

６つの都市拠点の魅力に磨きをかけなが
ら、市全体で活力を生み出し続けることを
目指します。

健康と文化の森
【学術文化新産業拠点】

藤沢駅周辺【中心市街地】

辻堂駅周辺
【湘南C-X連携拠点】

藤沢市都市マスタープラン上の位置づけ

将来都市構造図（藤沢市都市マスタープラン）

健康と文化の森

みらいを創造するキャンパス
タウンとして、学術・研究機
能を核に、自然と調和した豊
かな環境のもと、
インキュベーション機能や産
学公連携が充実した、広域に
わたる活力創造の場を創出す
る拠点形成を目指します。

湘南台駅周辺
【文化・交流拠点】

片瀬・江の島
【広域海洋レクリエーション拠点】

村岡新駅周辺
【研究開発拠点】
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４.都市計画決定等案件とスケジュール健康と文化の森地区の都市計画の状況

平成28年11月市街化区域編入（約44.4ha）

令和６年３月市街化区域編入（約36.1ha）

市街化調整区域

３・３・８号高倉遠藤線

用途地域（暫定）
・第一種低層住居専用地域
・工業専用地域

健康と文化の森地区地区計画（暫定）
※地区整備計画を定めていない

健康と文化の森地区土地区画整理事業

用途地域
・第二種住居地域
・準工業地域

健康と文化の森地区地区計画
※地区整備計画を定めている

遠藤笹窪特別緑地保全地区

第２号小出川

３・３・９号遠藤宮原線

３・３・６号辻堂駅遠藤線
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健康と文化の森地区土地区画整理事業について

令和６年３月に市街化区域に編入した区域において、編入と同時に「健康と文化の森地区
土地区画整理事業」が認可を受けており、計画的な基盤整備に向けた取組が進められて
います。

○事業概要

令和６年３月29日
都市計画事業認可
(市街化区域編入と同日)

事業手法：組合施行
（業務代行方式）

施行面積：約36.0ha

主な公共施設：
(仮称)遠藤葛原線

(交通広場含む)
公園(４箇所)
調整池（地下式含む）
(３箇所) など

※都市施設や設計図は認可時のも
のであるため、今後変更を予定
しています。

ｚ

（仮称）遠藤葛原線
（交通広場含む）

公園

調整池
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健康と文化の森地区土地区画整理事業 設計図
※事業認可当時



健康と文化の森地区土地区画整理事業について

※土地利用のイメージであり、土
地区画整理事業の図書ではあり
ません。また、設計図の変更に
併せて更新を予定しています。
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健康と文化の森地区の土地利用のイメージ



２.健康と文化の森地区まちづくりガイドライン（素案）について



令和６年10月に「健康と文化の森地区まちづくりガイドライン検討協議会」を設置し、健康と
文化の森地区のうち市街化区域としている約80.5haを対象として、市民・企業・関係団体・
行政などの関係者間で地区の将来像を共有し、その実現に向けてまちづくりを適切に誘
導する指針として、「健康と文化の森地区まちづくりガイドライン」の策定に向けた取組を進
めてきました。

協議会での検討成果を踏まえて、令和８年２月に「健康と文化の森地区まちづくりガイドラ
イン（素案）」を取りまとめ、令和８年８月頃の策定を目指して必要な手続きを進めています。

健康と文化の森地区まちづくりガイドラインの位置づけ

健康と文化の森地区まちづくりガイドライン（素案）

対象区域（約80.5ha） 健康と文化の森地区

健康と文化の森地区
まちづくりガイドライン

健康と文化の森地区まちづくり基本計画
（平成28年3月策定）

藤沢市市政運営の総合指針2028

藤沢市都市マスタープラン
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健康と文化の森地区の将来像（まちづくりのビジョン）

平成28年に策定した「健康と文化の森地区まちづくり基本計画」に掲げる「みらいを創造す
るキャンパスタウン」をまちづくりの目指す姿として設定し、豊かな自然に囲まれた周辺環
境や学術・医療機関の立地等といった地区の強みを活かして「環境共生」「健康・医療」
「農」に関する活動や取組が展開され、慶應義塾大学SFCを核にした産学公連携の取組・
活動を通して「活力創造・文化・交流」が図られることで、持続的に新たなライフスタイルが
提案されていくまちの形成を目指します。
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健康と文化の森地区の将来像（ライフスタイルのイメージ）

地区の将来像の共有のため、「まちづくりのビジョン」のイメージを表現した「ライフスタイル
のイメージ」を示しています。

贅沢なスローライフを過ごす

滞在・生活することで健康・元気になる自然あふれる田園環境の豊かさを実感できる

新たな技術・アイデアに触れ、知的好奇心を満たすことができる
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健康と文化の森地区の将来像（まちの構造）

「居住エリア」「交流・コミュニティエリア」「活力・賑わいエリア」「産業エリア」の４つのエリア
を新たなまちづくりで創出し、交流や回遊の軸等によって、既に大学等が立地する「学術・
医療エリア」や地区周辺の豊かな自然環境などと連携することで、地区内外の多様な人々
の交流を促進していくことを示しています。

学術・医療エリア

交流・コミュニティエリア

居住エリア

活力・賑わいエリア

産業エリア新駅
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生活交流の軸

広域的な交通の軸

水の軸

自然環境の軸・拠点

歩行者回遊軸

遠藤地区拠点

新たなまちづくり

※ガイドラインの「まちの構造」の図に新駅のおおむねの想定位置をプロットしたものです。



健康と文化の森地区の将来像（まちの構造）

土地利用のイメージも踏まえつつ、ガイドライン検討協議会での議論等を通してまちづ
くりの検討を重ね、エリア分け等の将来像を示したものです。

新駅

踏まえて検討

15

学術・医療エリア

交流・コミュニティエリア

居住エリア

活力・賑わいエリア 産業エリア

※土地利用のイメージであり、土
地区画整理事業の図書ではあり
ません。また、設計図の変更に
併せて更新を予定しています。

健康と文化の森地区の土地利用のイメージ





誘導方針（「健康」と「文化」を柱としたまちづくりの誘導）

「まちづくりのビジョン」に掲げたまちづくりの目指す姿「みらいを創造するキャンパスタウ
ン」の実現に向け、機能の誘導とあわせて、「健康」と「文化」を柱としたまちづくりの誘導に
ついて示しています。

地区のポテンシャルである「賑わい・交流」「先端技術」「農・自然」に、「安全・安心」「交通」
を加えた５つの要素で、柱である「健康」と「文化」を結び、整理しています。
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誘導方針（健康）

「誘導する機能」や『「健康」と「文化」を柱としたまちづくりの誘導』を踏まえ、「健康」「文化」
のそれぞれについて「地区全体」「個別のエリアや空間」「地区に関わる人々の活動や個々
の敷地」といった３つの視点で誘導方針を示し、本地区固有のまちづくりを推進していきま
す。
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誘導方針（文化）

「誘導する機能」や『「健康」と「文化」を柱としたまちづくりの誘導』を踏まえ、「健康」「文化」
のそれぞれについて「地区全体」「個別のエリアや空間」「地区に関わる人々の活動や個々
の敷地」といった３つの視点で誘導方針を示し、本地区固有のまちづくりを推進していきま
す。
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誘導方針の詳細（抜粋）

緑地の配置や
建築物の緑化率等を

検討する際のコンセプトとなる
方針等の記載

５つの要素と
方針の関連性を

記載

方針２
個別のエリアや空間

誘導方針 健康

健康的な暮らしを実践できる機能・空間を創出する

「健康」「文化」それぞれ３つのスケールの視点で方針を記載
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誘導方針の詳細（抜粋）

建築物の壁面の位置を
検討する際のコンセプトとなる

方針等の記載

方針２
個別のエリアや空間

誘導方針 健康

健康的な暮らしを実践できる機能・空間を創出する
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誘導方針の詳細（抜粋）

方針１
地区全体

誘導方針 文化

コミュニティが自然と発展していく文化を形成する

建築物の高さを
検討する際のコンセプトとなる

方針等の記載
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誘導方針の詳細（抜粋）

エリアごとに
「誘導する機能」の
検討の方向性を
補足・具体化する
方針等の記載

方針２
個別のエリアや空間

誘導方針 文化

伝統を継承し、新たなニーズにも対応した空間
を形成する
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誘導方針の詳細（抜粋）

建築物の敷地面積を
検討する際のコンセプトとなる

方針等の記載

方針２
個別のエリアや空間

誘導方針 文化

伝統を継承し、新たなニーズにも対応した空間
を形成する
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まちづくりの推進体制と実現手法

①まちづくりの推進体制

権利者、民間事業者、行政等関係者が円滑に意見交換、調整及び情報共有を行う目的の
ため、ガイドラインを運用していきます。また、新たな市街地整備の進捗・動向にあわせ、エ
リアマネジメント手法などを活用した組織形成をめざします。

②実現手法

ガイドラインを指針としてまちづくりを推進するとともに、地区計画等を活用した建築物等の
規制誘導を検討していきます。

ガイドラインの
検討

エリアマネジメント組織などによる持続的なまちづくり

ガイドラインの運用

地区計画等の検討 地区計画等の運用

都市基盤整備・機能誘導 新たなライフスタイル

計画の深度化に伴ったガイドラインの適宜改定

ガイドラインの改定にあわせたルールの見直し

ガイドライン策定 仮換地指定
地区計画等のルール化

換地処分 いずみ野線延伸
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３. 都市計画の考え方について



まちづくりの進捗と都市計画の関係について 15

健康と文化の森地区のうち令和６年３月に市街化区域に編入した区域においては、「健康
と文化の森地区土地区画整理事業」が進捗しており、当該区域において今後の仮換地指
定等土地利用の開始に向けて、都市計画変更等を行う予定としています。

４.都市計画決定等案件とスケジュール健康と文化の森地区に関する都市計画変更等について

平成28年11月市街化区域編入（約44.4ha）

令和６年３月市街化区域編入（約36.1ha）

健康と文化の森地区土地区画整理事業
※都市計画変更等を予定

土地区画
整理事業

都市計画
手続き等

令和５年度
土地区画整理組合の

設立認可

市街化区域へ編入
（約36.1ha）

用途地域、地区計画等の
都市計画変更（暫定）

令和６年度
健康と文化の森地区まちづくりガイドライン検討協議会

設置

令和７年度

令和８年度

健康と文化の森地区まちづくりガイドライン策定

仮換地指定（予定）
用途地域、地区計画等の

都市計画変更

令和９年度
～

土地区画整理事業
工事着手

まちびらき

都市計画による規制誘導
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ガイドラインと都市計画の関係について

健康と文化の森地区に関する都市計画変更等については、ガイドラインの位置づけを踏ま
え、本地区のまちづくりに必要な規制誘導等（用途地域や地区計画等）の検討を進めてい
ます。

健康と文化の森地区
まちづくりガイドライン

用途地域の変更

地区計画の変更
（健康と文化の森地区地区計画）

※その他、防火・準防火地域の設定等
関連する都市計画変更等を予定

都市計画変更等

健康と文化の森地区の
まちづくり

関係者間で
将来像を共有して
まちづくりを推進

ガイドラインを踏まえ
必要な規制誘導等を

定める
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都市計画変更の考え方について（用途地域）

学術・医療エリア

交流・コミュニティエリア

居住エリア

活力・賑わいエリア 産業エリア

用途地域については、「まちの構造」や「誘導する機能」を中心に、ガイドラインを踏まえ、
住居系、商業系、工業系の用途地域の指定を検討しています。

住居系、商業系、工業系の
用途地域を検討

第一種低層住居専用地域
工業専用地域

※暫定

・・・
新駅
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都市計画変更の考え方について（地区計画）

地区計画については、ガイドラインを総合的に踏まえ、地区整備計画に定める内容を検討
しています。

健康と文化の森東側地区を区分し

地区整備計画の内容を検討

※健康と文化の森東側地区については
現在、地区整備計画の定めがない

地区施設（緑地、区画道路等）の配置
建築物の用途、容積率、建蔽率、敷地面積、
壁面の位置、高さ、緑化率 など

健康と文化の森
東側地区

健康と文化の森地区
地区計画

地区整備計画を定める区域

・・・

まちづくりのビジョン

ライフスタイルのイメージ

まちの構造

誘導する機能

誘導方針 など
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４. 今後のスケジュール



・用途地域の変更 ・地区計画の変更 ほか関連案件

今後のスケジュールについて

都市計画審議会（報告）

都市計画審議会（報告）

都市計画説明会・公聴会の開催

都市計画審議会（公聴会報告）

都市計画審議会（付議）

本日

令和８年８月
（予定）

令和８年度中
（予定）

神奈川県との法定協議 及び 都市計画法に基づく縦覧

都市計画変更等の告示

健康と文化の森地区まちづくりガイドライン 策定
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